
電子申請システムでの変更届の受付に関する手順等について 

 

【全体の流れ】 

 

申請者  申請      修正申請 

 

 受付     補正指示 受付  受理 審査  承認(完了) 

 

          起案  決裁 

 

１．電子申請システムによる変更届の提出手順について（申請者側） 

(1) 電子申請システムを開く 

URL:https://shinsei.pref.kagoshima.jp 

 

(2) 変更届の画面への移動方法 

ページを下にスクロールして最下部まで行くと 

メニュー欄に「保健福祉部薬務課薬務係」が出 

てくるのでクリックする。 

クリックした後、今度は一番上までスクロールする。 

県保健所 

薬務課 

文書管理システム 

(申請受付のお知らせ) 
資料① 

(申請内容修正のお願い) 

(申請受付のお知らせ) 

資料② 

資料① 

(審査開始のお知らせ) 

資料③ 
(審査完了のお知らせ) 

資料④ 

（自動） 

(申請受付のお知らせ) 
資料① 

(申請受付のお知らせ) 
資料① 

（自動） 
受付側 

申請者用 

https://shinsei.pref.kagoshima.jp


 

 

  

ログインしていない場合は、ここでログイン画

面が出てくるのでログインしてください。 

利用者登録がまだの場合は、利用者登録をして

ください。 



 

(3) 変更届の入力について 

 

 

 

【22】提出先が間違っていると、他保健所や薬務

課へ届いてしまうので次へ行く前に必ず提出先

が正しいか確認する。 

変更届の内容を入力する。【１】～【19】 

遅延等があれば【20】～【21】も入力する。 



 

 

(4) 送信完了画面 

 
(5) 申請中の内容・状況についてはトップページ表示されます。 

 

(6) 送信完了後、アカウントに登録されているメールアドレスに申請受付に関する確認メールが届きます。 

変更届（様式第六）の形式で表示さ

れるので、届出内容に誤りがないか

確認してください。 

問題なければ送信してください。 

添付した資料が表示されます。 



２．補正指示が来たとき（申請者側） 

(1) 申請内容に不備があった場合、差し戻されることがあります。 

 その場合、アカウントに登録しているメールアドレスに「【電子申請】申請内容修正のお願い」というメール

が届きます。 

(2) トップページで申請状態が「補正待ち」となっている申請が、修正が必要で差し戻されているものです。 

「詳細」をクリックして内容を確認してください。 

 

 

 

 

３．審査開始及び審査完了について（申請者側） 

(1) 薬務課又は県保健所が受理を行った場合、アカウントに登録しているメールアドレスに「【電子申請】審査

開始のお知らせ」というメールが届きます。 

 

(2) 薬務課または県保健所が審査を行い、承認となった場合、アカウントに登録しているメールアドレスに「【電

子申請】審査完了のお知らせ」というメールが届きます。 

 

差し戻しとなった理由がここに記載されています。 

内容を確認し、「修正申請」から内容の修正及び 

申請をしてください。 



別添資料 

① ② 

申請側、受付側の 

双方に届きます。 

（文面は多少異な

ります。） 

申請側にのみ 

届きます。 



 

③ ④ 

申請側にのみ 

届きます。 

申請側にのみ 

届きます。 



⑤




